
○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

改

正

後

改

正

前

（
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準
）

（
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準
）

第
八
条

法
第
四
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の

第
八
条

［
同
上
］

上
欄
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。

遊
技
機
の
種
類

著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準

遊
技
機
の
種
類

著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

［
一
・
二

略
］

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

［
一
・
二

同
上
］

機

三

一
時
間
に
わ
た
り
遊
技
球
を
連
続
し
て
発
射
さ
せ
た
場
合
に

機

三

一
時
間
に
わ
た
り
遊
技
球
を
連
続
し
て
発
射
さ
せ
た
場
合
に

お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
の
数
が
発
射
さ
せ
た

お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
の
数
が
発
射
さ
せ
た

遊
技
球
の
数
の
二
・
二
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ

遊
技
球
の
数
の
三
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊

の
三
分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で

技
機
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
短
時
間
に
著
し
く
多
く
の
遊
技
球

あ
る
こ
と
、
そ
の
他
短
時
間
に
著
し
く
多
く
の
遊
技
球
を
獲
得

を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ

す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と
。

と
。

四

四
時
間
に
わ
た
り
遊
技
球
を
連
続
し
て
発
射
さ
せ
た
場
合
に

［
号
を
加
え
る
。
］

お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
の
数
が
発
射
さ
せ
た

遊
技
球
の
数
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ

の
五
分
の
二
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で

あ
る
こ
と
。

五

十
時
間
に
わ
た
り
遊
技
球
を
連
続
し
て
発
射
さ
せ
た
場
合
に

四

十
時
間
に
わ
た
り
遊
技
球
を
連
続
し
て
発
射
さ
せ
た
場
合
に

お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
の
数
が
発
射
さ
せ
た

お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
の
数
が
発
射
さ
せ
た



遊
技
球
の
数
の
三
分
の
四
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ

遊
技
球
の
数
の
二
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ
の
二

の
二
分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で

分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る

あ
る
こ
と
。

こ
と
。

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

役
物
を
連
続
し
て
作
動
さ
せ
る
た
め
の
特
別
の
装
置(

以
下

七

役
物
を
連
続
し
て
作
動
さ
せ
る
た
め
の
特
別
の
装
置(

以
下

「
役
物
連
続
作
動
装
置
」
と
い
う
。)

が
設
け
ら
れ
て
い
る
遊

「
役
物
連
続
作
動
装
置
」
と
い
う
。)

が
設
け
ら
れ
て
い
る
遊

技
機
に
あ
つ
て
は
、
役
物
が
連
続
し
て
作
動
す
る
回
数
が
十
回

技
機
に
あ
つ
て
は
、
役
物
が
連
続
し
て
作
動
す
る
回
数
が
十
六

を
超
え
る
性
能
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
当
該
役
物
連
続
作
動
装

回
を
超
え
る
性
能
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
当
該
役
物
連
続
作
動

置
の
作
動
に
よ
り
著
し
く
多
く
の
遊
技
球
を
獲
得
す
る
こ
と
が

装
置
の
作
動
に
よ
り
著
し
く
多
く
の
遊
技
球
を
獲
得
す
る
こ
と

で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九

［
略
］

八

［
同
上
］

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

回
胴
式
遊
技
機

［
一
・
二

略
］

回
胴
式
遊
技
機

［
一
・
二

同
上
］

三

四
百
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

三

四
百
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使
用
し
た
遊

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使
用
し
た
遊

技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
二
・
二
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又

技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
三
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す

は
そ
の
三
分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技

る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
短
時
間
に
著
し
く
多
く
の
遊

機
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
短
時
間
に
著
し
く
多
く
の
遊
技
メ
ダ

技
メ
ダ
ル
等
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
遊
技

ル
等
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ

機
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。



四

千
六
百
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使
用
し
た

遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、

又
は
そ
の
五
分
の
二
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊

技
機
で
あ
る
こ
と
。

五

六
千
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

四

六
千
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使
用
し
た
遊

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使
用
し
た
遊

技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
一
・
二
六
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、

技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を

又
は
そ
の
二
分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊

有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と
。

技
機
で
あ
る
こ
と
。

六

一
万
七
千
五
百
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合

五

一
万
七
千
五
百
回
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使

に
お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
使

用
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
一
・
一
五
倍
を
超
え
る
こ
と
が

用
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
の
一
・
二
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ

あ
る
か
、
又
は
そ
の
五
分
の
三
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を

る
か
、
又
は
そ
の
二
十
分
の
十
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能

有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と
。

を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と
。

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

九

役
物
連
続
作
動
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
遊
技
機
に
あ
つ
て

八

役
物
連
続
作
動
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
遊
技
機
に
あ
つ
て

は
、
一
回
の
役
物
連
続
作
動
装
置
の
作
動
に
よ
り
獲
得
す
る
こ

は
、
一
回
の
役
物
連
続
作
動
装
置
の
作
動
に
よ
り
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は

と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は

三
百
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
千
五
百
個
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超

四
百
八
十
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
二
千
四
百
個
を
、
そ
れ

え
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ぞ
れ
超
え
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

［
略
］

九

［
同
上
］



十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー

［
一
・
二

略
］

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー

［
一
・
二

同
上
］

ル
遊
技
機

三

一
時
間
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

ル
遊
技
機

三

一
時
間
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
等
の
数
が
使
用
し
た
遊
技
球

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
等
の
数
が
使
用
し
た
遊
技
球

等
の
数
の
二
・
二
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ
の
三

等
の
数
の
三
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機

分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
短
時
間
に
著
し
く
多
く
の
遊
技
球
等
を

こ
と
、
そ
の
他
短
時
間
に
著
し
く
多
く
の
遊
技
球
等
を
獲
得
す

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と

る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と
。

。

四

四
時
間
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

［
号
を
加
え
る
。
］

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
等
の
数
が
使
用
し
た
遊
技
球

等
の
数
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ
の
五

分
の
二
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る

こ
と
。

五

十
時
間
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

四

十
時
間
に
わ
た
り
遊
技
を
連
続
し
て
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
等
の
数
が
使
用
し
た
遊
技
球

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
等
の
数
が
使
用
し
た
遊
技
球

等
の
数
の
三
分
の
四
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ
の
二

等
の
数
の
二
倍
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
か
、
又
は
そ
の
二
分
の

分
の
一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る

一
を
下
回
る
こ
と
が
あ
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
で
あ
る
こ
と

こ
と
。

。

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］



九

［
略
］

八

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

(
管
理
者
の
業
務)

(

管
理
者
の
業
務)

第
三
十
八
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、

第
三
十
八
条

［
同
上
］

次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業
に
あ
つ
て
は
、
客
が
す
る
遊

［
号
を
加
え
る
。
］

技
が
過
度
に
わ
た
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
客
に
対
す
る
情
報
の
提
供

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）

第
九
十
七
条

［
略
］

第
九
十
七
条

［
同
上
］

２

第
三
十
八
条
（
第
三
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。)
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条

２

第
三
十
八
条
（
第
三
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
に

定
め
る
業
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
八
条
第
二
号
中

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
条
」
と

「
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
法
第
十
三
条
第

あ
る
の
は
「
第
七
十
五
条
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書

一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
午
前
零
時
か
ら
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
条

の
場
合
に
お
い
て
、
午
前
零
時
か
ら
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
と

例
で
定
め
る
と
き
ま
で
の
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
法

き
ま
で
の
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
法
第
二
十
二
条
第

第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例

一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
」
と
あ
る
の
は

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第

「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」

一
項
第
五
号
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
接
待
飲
食
等
営
業
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十

と
、
同
条
第
九
号
中
「
接
待
飲
食
等
営
業
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一

六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。



３

第
三
十
九
条(

第
四
項
を
除
く
。)

及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の

３

第
三
十
九
条(

第
四
項
を
除
く
。)

及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
者
に
対
す

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
者
に
対
す

る
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
法

る
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
法

第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
風
俗
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一

第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
風
俗
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一

条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
特
定
遊

条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
特
定
遊

興
飲
食
店
営
業
者
」
と
、
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
風
俗
営
業

興
飲
食
店
営
業
者
」
と
、
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
風
俗
営
業

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
遊
興

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
遊
興

飲
食
店
営
業
」
と
、
同
条
第
三
項
の
表
定
期
講
習
の
項
中
「
法
第
二
十
四
条
第
三
項

飲
食
店
営
業
」
と
、
同
条
第
三
項
の
表
定
期
講
習
の
項
中
「
法
第
二
十
四
条
第
三
項

及
び
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

及
び
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条

（
第
三
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。)

」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第

(

第
三
号
を
除
く
。)

」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
六
号
」
と
あ
る

十
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
四
十
六
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
別
記
様
式
第
四
十
六
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



○

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
二
十
三
条
の
二

遊
技
機
試
験
又
は
型
式
試
験
の
結
果
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

第
二
十
三
条
の
二

遊
技
機
試
験
又
は
型
式
試
験
の
結
果
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

項
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認

項
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
試
験
事
務
を
行
う

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
ご
と

事
務
所
ご
と
に
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器

に
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直

を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、

ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の

当
該
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
前
条
に
規
定
す
る
、
当
該
結
果
が
記
載
さ
れ
た
書
類
及

保
存
を
も
つ
て
前
条
に
規
定
す
る
、
当
該
結
果
が
記
載
さ
れ
た
書
類
及
び
当
該
事
項

び
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］



別記様式第２号（第１条、第７条関係）

（その１）
諸元表（ぱちんこ遊技機）

型式名

製造業者又は輸入業者名

使 温 度 ℃

用 湿 度 ％

条 電 源 種 別

件 定格電圧 Ｖ

定格周波数 Hz

遊技機の設置条件

その他の使用条件

遊技球 質 量 g

材 質

遊 構 造

技 遊技盤の大きさ

盤 遊技板の材質

遊 遊 本 数

技 技 配 置

球 く 形 状

の ぎ 傾 き

落 材 質

下 硬 度 Hv

の 風 個 数

方 車 配 置

向 形状及び構造

に 傾 き

変 材 質

化 軸の硬度 Hv

を 保 個 数

与 留 配 置

え 装 形状及び構造

る 置 保留可能遊技球数

た 材 質

め そ 名 称

の の 機 能

装 他 個 数

置 の 配 置

装 形状及び構造

置 材 質

別記様式第２号（第１条、第７条関係）

（その１）
諸元表（ぱちんこ遊技機）

型式名

製造業者又は輸入業者名

使 温 度 ℃

用 湿 度 ％

条 電 源 種 別

件 定格電圧 Ｖ

定格周波数 Hz

遊技機の設置条件

その他の使用条件

遊技球 質 量 g

材 質

遊 構 造

技 遊技盤の大きさ

盤 遊技板の材質

遊 遊 本 数

技 技 配 置

球 く 形 状

の ぎ 傾 き

落 材 質

下 硬 度 Hv

の 風 個 数

方 車 配 置

向 形状及び構造

に 傾 き

変 材 質

化 軸の硬度 Hv

を 保 個 数

与 留 配 置

え 装 形状及び構造

る 置 保留可能遊技球数

た 材 質

め そ 名 称

の の 機 能

装 他 個 数

置 の 配 置

装 形状及び構造

置 材 質



（その２）

ガ 遊技板との距離 mm
ラ
ス 透視性
板
等 材 質

受け皿 構 造

材 質

遊技盤の枠 大 高さ mm

き 幅 mm

さ 奥行 mm

構 造

材 質

遊技球数表 構 造
示装置

動作原理

発 種 類

射 構 造

装 動作原理

置 電 種 類

動 回転速度

機 製造者名

１分間の発射遊技球数

賞球払出装置 構 造
(注１)

動作原理

設定の数

遊技球の 設定ごとの10時間出
獲得に係 玉率(注２)
る遊技機
の性能 設定ごとの４時間出

玉率(注３)

設定ごとの１時間出
玉率(注４)

設定ごとの役物比率
(注５)

設定ごとの連続役物
比率(注６)

(注１) 「賞球払出装置」とは、入賞により獲得する遊技球を受け皿に払い出すため
の装置をいう。

(注２) 「10時間出玉率」とは、10時間に発射させた遊技球の総数のうち獲得する遊
技球の総数の割合をいう。

(注３) 「４時間出玉率」とは、４時間に発射させた遊技球の総数のうち獲得する遊
技球の総数の割合をいう。

(注４) 「１時間出玉率」とは、１時間に発射させた遊技球の総数のうち獲得する遊
技球の総数の割合をいう。

(注５) 「役物比率」とは、10時間に発射させた遊技球により獲得する遊技球の数の
うち役物の作動によるものの割合をいう。

(注６) 「連続役物比率」とは、10時間に発射させた遊技球により獲得する遊技球の
数のうち役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割
合をいう。

（その２）

ガ 遊技板との距離 mm
ラ
ス 透視性
板
等 材 質

受け皿 構 造

材 質

遊技盤の枠 大 高さ mm

き 幅 mm

さ 奥行 mm

構 造

材 質

発 種 類

射 構 造

装 動作原理

置 電 種 類

動 回転速度

機 製造者名

１分間の発射遊技球数

賞球払出装置 構 造
(注１)

動作原理

遊技球 中時間出玉率(注２)
の獲得
に係る 短時間出玉率(注３)
遊技機
の性能 役物比率(注４)

連続役物比率(注５)

(注１) 「賞球払出装置」とは、入賞により獲得する遊技球を受け皿に払い出すため
の装置をいう。

(注２) 「中時間出玉率」とは、10時間に発射させた遊技球の総数のうち獲得する遊
技球の総数の割合をいう。

(注３) 「短時間出玉率」とは、１時間に発射させた遊技球の総数のうち獲得する遊
技球の総数の割合をいう。

(注４) 「役物比率」とは、10時間に発射させた遊技球により獲得する遊技球の数の
うち役物の作動によるものの割合をいう。

(注５) 「連続役物比率」とは、10時間に発射させた遊技球により獲得する遊技球の
数のうち役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割
合をいう。



（その３）

入賞口 個 数
(注７)

配 置

構 造

入口の大きさ mm

内 入賞感知機構

部
構 その他遊技の結

造 果に影響を及ぼ
すこととなる機

能を有する構造

入賞による獲得遊技球

数

材 質

役物に係る入賞口であつて 個数
、当該役物が作動しない場

合にも遊技球が入賞するこ 配置
とができるもの

ゲート 個 数

配 置

構 造

入口の大きさ mm

材 質

(注７) 「入賞口」とは、役物に係る入賞口（役物が作動した場合に開き、又は拡大

する入賞口をいう。以下この別記様式において同じ。）以外の入賞口をいう。

（その３）

入賞口 個 数

(注６)
配 置

構 造

入口の大きさ mm

内 入賞感知機構
部

構 その他遊技の結
造 果に影響を及ぼ

すこととなる機

能を有する構造

入賞による獲得遊技球
数

材 質

役物に係る入賞口であつて 個数
、当該役物が作動しない場

合にも遊技球が入賞するこ 配置
とができるもの

ゲート 個 数

配 置

構 造

入口の大きさ mm

材 質

(注６) 「入賞口」とは、役物に係る入賞口（役物が作動した場合に開き、又は拡大
する入賞口をいう。以下この別記様式において同じ。）以外の入賞口をいう。



（その４）

第 個 数

一 役 個 数

種 物 配 置

非 に 構 造

電 係 入口の 役物未作動時
大きさ

動 る mm 役物作動時

役 入 内 入賞感知機構
部

物 賞 構 その他遊技の結果に
造 影響を及ぼすことと

口 なる機能を有する構
造

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

合 計

材 質

第一種非電動役物の作動に欠く
ことができないその他の構造

第 個 数

二 作動契機

種 条 件

非 役 個 数

電 物 配 置

動 に 構 造

役 係 入口の 役物未作動時
大きさ

物 る mm 役物作動時

入 内 入賞感知機構
部

賞 構 その他遊技の結果に
造 影響を及ぼすことと

口 なる機能を有する構
造

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

合 計

材 質

第二種非電動役物の作動に欠く
ことができないその他の構造

（その４）

第 個 数

一 役 個 数

種 物 配 置

非 に 構 造

電 係 入口の 役物未作動時
大きさ

動 る mm 役物作動時

役 入 内 入賞感知機構
部

物 賞 構 その他遊技の結果に
造 影響を及ぼすことと

口 なる機能を有する構
造

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

合 計

材 質

第一種非電動役物の作動に欠く
ことができないその他の構造

第 個 数

二 作動契機

種 条 件

非 役 個 数

電 物 配 置

動 に 構 造

役 係 入口の 役物未作動時
大きさ

物 る mm 役物作動時

入 内 入賞感知機構
部

賞 構 その他遊技の結果に
造 影響を及ぼすことと

口 なる機能を有する構
造

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

合 計

材 質

第二種非電動役物の作動に欠く
ことができないその他の構造



（その５）

普 個 数

通 作動契機

電 条 件

動 役 個 数

役 物 配 置

物 に 構 造

係 入口の 役物未作動時
大きさ

る mm 役物作動時

入 内 入賞感知機構
部

賞 構 その他遊技の結果に
造 影響を及ぼすことと

口 なる機能を有する構
造

普通電動役物の１回の作動
による入口の開放等の回数

普通電動役物の１回の作動
による入口の開放等の時間
及びその合計

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

材 質

普通電動役物の作動に係る制御
又はデータ処理に係る電子回路

使用部品

普通電動役物の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプログラ
ム

入賞球数の計測に係るプログ
ラム

普通電動役物の作動に欠くこと
ができないその他の構造

普 個 数

通 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 作動契機

示 条 件

装 普通電動役物が作動することと
なる図柄の組合せ

置

（その５）

普 個 数

通 作動契機

電 条 件

動 役 個 数

役 物 配 置

物 に 構 造

係 入口の 役物未作動時
大きさ

る mm 役物作動時

入 内 入賞感知機構
部

賞 構 その他遊技の結果に
造 影響を及ぼすことと

口 なる機能を有する構
造

普通電動役物の１回の作動
による入口の開放等の回数

普通電動役物の１回の作動
による入口の開放等の時間
及びその合計

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

材 質

普通電動役物の作動に係る制御
又はデータ処理に係る電子回路

使用部品

普通電動役物の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプログラ
ム

入賞球数の計測に係るプログ
ラム

普通電動役物の作動に欠くこと
ができないその他の構造

普 個 数

通 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 作動契機

示 条 件

装 普通電動役物が作動することと
なる図柄の組合せ

置



（その６）

普 普通電動 当該確率が変動
役物が作 しない場合

通 動するこ
ととなる 当該確 上の値

図 図柄の組 率が変
合せが表 動する

柄 示される 場合 下の値
確率の値

表
普通電動役物が作動するこ

示 ととなる図柄の組合せが表
示される確率の値が変動す

装 る契機

置 図柄確定に要する時間

作動保留球数（注８）の記
憶可能数の上限

普通図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係る電子回路

使用部品

普通図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係るプログラム

普通電動役物を作動させ
ることとなる図柄の組合
せを表示するか否かの抽
せんに係るプログラム

表示する図柄の組合せの
決定・表示に係るプログ
ラム

作動保留球数の記憶に係
るプログラム

（注８） 「普通図柄表示装置」欄の「作動保留球数」とは、遊技球が入賞口（（注８

）において「図柄に係る入賞口」という。）に入賞し、又はゲート（（注８）

において「図柄に係るゲート」という。）を通過した時（普通図柄表示装置が
作動することとなる場合に限る。）から当該普通図柄表示装置の作動が終了す
る時までの間又は普通図柄表示装置において普通電動役物が作動することとな
る図柄の組合せが表示された時から当該普通電動役物の作動が終了する時まで
の間に、図柄に係る入賞口に入賞し、又は図柄に係るゲートを通過した遊技球
のうち、当該普通図柄表示装置又は当該普通電動役物の作動が終了した後、引
き続き当該普通図柄表示装置を作動させることとなる遊技球の数をいう。

（その６）

普 普通電動 当該確率が変動
役物が作 しない場合

通 動するこ
ととなる 当該確 上の値

図 図柄の組 率が変
合せが表 動する

柄 示される 場合 下の値
確率の値

表
普通電動役物が作動するこ

示 ととなる図柄の組合せが表
示される確率の値が変動す

装 る契機

置 図柄確定に要する時間

作動保留球数（注７）の記

憶可能数の上限

普通図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係る電子回路

使用部品

普通図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係るプログラム

普通電動役物を作動させ
ることとなる図柄の組合
せを表示するか否かの抽
せんに係るプログラム

表示する図柄の組合せの
決定・表示に係るプログ
ラム

作動保留球数の記憶に係
るプログラム

（注７） 「普通図柄表示装置」欄の「作動保留球数」とは、遊技球が入賞口（（注７

）において「図柄に係る入賞口」という。）に入賞し、又はゲート（（注７）

において「図柄に係るゲート」という。）を通過した時（普通図柄表示装置が
作動することとなる場合に限る。）から当該普通図柄表示装置の作動が終了す
る時までの間又は普通図柄表示装置において普通電動役物が作動することとな
る図柄の組合せが表示された時から当該普通電動役物の作動が終了する時まで
の間に、図柄に係る入賞口に入賞し、又は図柄に係るゲートを通過した遊技球
のうち、当該普通図柄表示装置又は当該普通電動役物の作動が終了した後、引
き続き当該普通図柄表示装置を作動させることとなる遊技球の数をいう。



（その７）

特 個 数

別 役物 作動契機
連続

電 作動 条 件
装置

動 未作 作動終了条件
動時

役
役 作動契機

物 物
連 条 件
続
作 作動終了条件
動
装 設定ご Ｍが変動しない場合
置 とのＭ
作 の値 Ｍが変 ＭＨの値(注10)
動 (注９) 動する
時 場合 ＭＬの値(注11)

設定ごとのＭが変動する契機

Ｎの値（注12）

Ｒの値（注13）

Ｓの値（注14）

設定ごとのＭ×Ｎ×Ｒ×Ｓの値

条 作動契機
件
装 条 件
置

作動終了条件

始動口 個 数

配 置

材 質

大 個 数

入 配 置

賞 構 造

口 入口の 役物未作動時
大きさ

mm 役物作動時

（注９） 「Ｍ」とは、別表第４（１）ヘ（リ）及びト（ト）のＭをいう（「役物連続
作動装置作動時」欄において同じ。）。

（注10） 「ＭＨ」とは、別表第４（１）ト（ト）のＭＨをいう。
（注11） 「ＭＬ」とは、別表第４（１）ト（ト）のＭＬをいう。
（注12） 「Ｎ」とは、別表第４（１）へ（リ）及びト（へ）のＮをいう。
（注13） 「Ｒ」とは、別表第４（１）へ（リ）のＲをいう。
（注14） 「Ｓ」とは、別表第４（１）へ（リ）のＳをいう。

（その７）

特 個 数

別 役物 作動契機
連続

電 作動 条 件
装置

動 未作 作動終了条件
動時

役
役 作動契機

物 物
連 条 件
続
作 作動終了条件
動
装 Ｍの値 Ｍが変動しない場合
置 (注８)
作 Ｍが変 ＭＨの値(注９)
動 動する
時 場合 ＭＬの値(注10)

Ｍが変動する契機

Ｎの値（注11）

Ｒの値（注12）

Ｓの値（注13）

Ｍ×Ｎ×Ｒ×Ｓの値

条 作動契機
件
装 条 件
置

作動終了条件

始動口 個 数

配 置

材 質

大 個 数

入 配 置

賞 構 造

口 入口の 役物未作動時
大きさ

mm 役物作動時

（注８） 「Ｍ」とは、別表第４（１）ヘ（リ）及びト（ト）のＭをいう（「役物連続
作動装置作動時」欄において同じ。）。

（注９） 「ＭＨ」とは、別表第４（１）ト（ト）のＭＨをいう。
（注10） 「ＭＬ」とは、別表第４（１）ト（ト）のＭＬをいう。
（注11） 「Ｎ」とは、別表第４（１）へ（リ）及びト（へ）のＮをいう。
（注12） 「Ｒ」とは、別表第４（１）へ（リ）のＲをいう。
（注13） 「Ｓ」とは、別表第４（１）へ（リ）のＳをいう。



（その８）

特 大 構 内 入賞感知機構

別 入 造 部 特定の領 配 置
域

電 賞 構 （注15） 構 造

動 口 造 入口の大き
さ mm

役
その他遊技の結果に影響

物 を及ぼすこととなる機能
を有する構造

開放等の契機

役物連続 開放等の回数
作動装置
未作動時 開放等の時間及びその

合計

役物連続 開放等の回数

作動装置

作動時 開放等の時間及びその
合計

大入賞口に入賞する遊技球の数の
うち特定の領域を通過する遊技球
の数の割合

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

材 質

特別電動役物の作動に係る制御又はデ
ータ処理に係る電子回路

使用部品

特別電動役物の作動に係る制御又はデ
ータ処理に係るプログラム

役物連続作動装置の作動の開始及び
終了に係るプログラム

入賞球数の計測に係るプログラム

特別電動役物の作動に欠くことができ
ないその他の構造

（注15） 「大入賞口」欄の「特定の領域」とは、条件装置の作動に係る大入賞口内の
特定の領域をいう。

（その８）

特 大 構 内 入賞感知機構

別 入 造 部 特定の領 配 置
域

電 賞 構 （注14） 構 造

動 口 造 入口の大き
さ mm

役
その他遊技の結果に影響

物 を及ぼすこととなる機能
を有する構造

開放等の契機

役物連続 開放等の回数
作動装置
未作動時 開放等の時間及びその

合計

役物連続 開放等の回数

差動装置

作動時 開放等の時間及びその
合計

大入賞口に入賞する遊技球の数の
うち特定の領域を通過する遊技球
の数の割合

入賞による獲得遊技球数

最大入賞数

材 質

特別電動役物の作動に係る制御又はデ
ータ処理に係る電子回路

使用部品

特別電動役物の作動に係る制御又はデ
ータ処理に係るプログラム

役物連続作動装置の作動の開始及び
終了に係るプログラム

入賞球数の計測に係るプログラム

特別電動役物の作動に欠くことができ
ないその他の構造

（注14） 「大入賞口」欄の「特定の領域」とは、条件装置の作動に係る大入賞口内の
特定の領域をいう。



（その９）

特 個 数

別 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 作動契機

示 条 件

装 特別電動役物が作動すること
となる図柄の組合せ

置
条件装置が作動することとな
る図柄の組合せ

役物連続作動装置が作動せず
、かつ、特別電動役物が作動
することとなる図柄の組合せ
を表示する確率の値

図柄確定に要する時間

作動保留球数（注16）の記憶
可能数の上限

特別図柄表示装置の作動に係
る制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

特別図柄表示装置の作動に係
る制御又はデータ処理に係る
プログラム

特別電動役物及び条件装置
が作動することとなる図柄
の組合せを表示するか否か
の抽せんに係るプログラム

表示する図柄の組合せの決
定・表示に係るプログラム

作動保留球数の記憶に係る
プログラム

（注16） 「特別図柄表示装置」欄の「作動保留球数」とは、遊技球が始動口に入賞し
た時から当該特別図柄表示装置の作動が終了する時までの間、特別図柄表示装
置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時か
ら当該特別電動役物の作動が終了する時までの間又は条件装置が作動すること
となる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役
物連続作動装置の作動が終了するときまでの間に、始動口に入賞した遊技球の
うち、当該特別図柄表示装置又は特別電動役物の作動が終了した後、引き続き
当該特別図柄表示装置を作動させることとなる遊技球の数をいう。

（その９）

特 個 数

別 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 作動契機

示 条 件

装 特別電動役物が作動すること
となる図柄の組合せ

置
条件装置が作動することとな
る図柄の組合せ

役物連続作動装置が作動せず
、かつ、特別電動役物が作動
することとなる図柄の組合せ
を表示する確率の値

図柄確定に要する時間

作動保留球数（注15）の記憶
可能数の上限

特別図柄表示装置の作動に係
る制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

特別図柄表示装置の作動に係
る制御又はデータ処理に係る
プログラム

特別電動役物及び条件装置
が作動することとなる図柄
の組合せを表示するか否か
の抽せんに係るプログラム

表示する図柄の組合せの決
定・表示に係るプログラム

作動保留球数の記憶に係る
プログラム

（注15） 「特別図柄表示装置」欄の「作動保留球数」とは、遊技球が始動口に入賞し
た時から当該特別図柄表示装置の作動が終了する時までの間、特別図柄表示装
置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時か
ら当該特別電動役物の作動が終了する時までの間又は条件装置が作動すること
となる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役
物連続作動装置の作動が終了するときまでの間に、始動口に入賞した遊技球の
うち、当該特別図柄表示装置又は特別電動役物の作動が終了した後、引き続き
当該特別図柄表示装置を作動させることとなる遊技球の数をいう。



（その10）

役 個 数

物 作動契機

連 条 件

続 役物連続作動装置の１回の
作動により特別電動役物が

作 連続して作動する回数とそ
の合計

動
役物連続作動装置の１回の

装 作動により特別電動役物が
連続して作動する回数が変

置 動する場合におけるそれぞ
れの特別電動役物が連続す
る回数及びその確率の値

役物連続作動装置の１回の
作動によりそれぞれの特別
電動役物が作動する順序又
は作動することとなる特別
電動役物を決定する方法

作動終了条件

設定ごとのＰの値（注17）

役物連続作動装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係る電子回路

使用部品

役物連続作動装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係るプログラム

役物連続作動装置の作動に
欠くことができないその他
の構造

（注17） 「Ｐ」とは、別表第４（１）ト（ト）のＰをいう。

（その10）

役 個 数

物 作動契機

連 条 件

続 役物連続作動装置の１回の
作動により特別電動役物が

作 連続して作動する回数とそ
の合計

動
役物連続作動装置の１回の

装 作動により特別電動役物が
連続して作動する回数が変

置 動する場合におけるそれぞ
れの特別電動役物が連続す
る回数及びその確率の値

役物連続作動装置の１回の
作動によりそれぞれの特別
電動役物が作動する順序又
は作動することとなる特別
電動役物を決定する方法

作動終了条件

Ｐの値（注16）

役物連続作動装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係る電子回路

使用部品

役物連続作動装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係るプログラム

役物連続作動装置の作動に
欠くことができないその他
の構造

（注16） 「Ｐ」とは、別表第４（１）ト（ト）のＰをいう。



（その11）

遊 名 称

技 個 数

の 設置目的及び機能

用 配 置

に 構 造

供 使用部品

さ 動作原理

れ 作動契機

る 条 件

そ 遊技の結果に影響を及ぼす
こととなる図柄の組合せの

の 表示その他の動作が行われ
ることとなる確率の値

他
当該装置の作動に係る制御

の 又はデータ処理に係る電子
回路

装
使用部品

置
当該装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプロ
グラム

遊技の結果に影響を及ぼ
すこととなる図柄の組合
せの表示その他の動作が
行われるか否かの抽せん
に係るプログラム

図柄の決定・表示その他
の動作に係るプログラム

（その11）

遊 名 称

技 個 数

の 設置目的及び機能

用 配 置

に 構 造

供 使用部品

さ 動作原理

れ 作動契機

る 条 件

そ 遊技の結果に影響を及ぼす
こととなる図柄の組合せの

の 表示その他の動作が行われ
ることとなる確率の値

他
当該装置の作動に係る制御

の 又はデータ処理に係る電子
回路

装
使用部品

置
当該装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプロ
グラム

遊技の結果に影響を及ぼ
すこととなる図柄の組合
せの表示その他の動作が
行われるか否かの抽せん
に係るプログラム

図柄の決定・表示その他
の動作に係るプログラム



（その12）

遊技機内部の配線系統

基 個 数

板 設置位置及び方法

回路構成

部品配置

使用部品

マイク 個 数

ロプロ 用 途

セッサ 型式名

ー 製造者名

特記事項

Ｒ 個 数

Ｏ 用 途

Ｍ 記憶容量

使用領域

記憶内容

プロ 構 成

グラ ソースプロ
グラム

ム
使用データ

検査合計

型式名

製造者名

特記事項

ＲＷＭ 個 数

用 途

記憶容量

使用領域

初期化処理

型式名

製造者名

特記事項

主基 構 造
板ケ
ース 材 質

（その12）

遊技機内部の配線系統

基 個 数

板 設置位置及び方法

回路構成

部品配置

使用部品

マイク 個 数

ロプロ 用 途

セッサ 型式名

ー 製造者名

特記事項

Ｒ 個 数

Ｏ 用 途

Ｍ 記憶容量

使用領域

記憶内容

プロ 構 成

グラ ソースプロ
グラム

ム
使用データ

検査合計

型式名

製造者名

特記事項

ＲＷＭ 個 数

用 途

記憶容量

使用領域

初期化処理

型式名

製造者名

特記事項

主基 構 造
板ケ
ース 材 質



（その13）

基 基板の型式を特定するための
番号、記号その他の符号

板
製造者の氏名又は名称

入力信号 信号の種類

端子の位置

出力信号 信号の種類

端子の位置

遊技機の使用 名 称

に接続を必要 用 途

とする装置 接続条件

備

考

備考 １ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（その13）

基 基板の型式を特定するための
番号、記号その他の符号

板
製造者の氏名又は名称

入力信号 信号の種類

端子の位置

出力信号 信号の種類

端子の位置

遊技機の使用 名 称

に接続を必要 用 途

とする装置 接続条件

備

考

備考 １ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第３号（第１条、第７条関係）

（その１）
諸元表（回胴式遊技機）

型式名

製造業者又は輸入業者名

使 温 度 ℃

用 湿 度 ％

条 電 源 種 別

件 定格電圧 Ｖ

定格周波数 Hz

その他の使用条件

遊 遊技機を作動させるための遊技
メダル又は遊技球（以下この別

技 記様式において「遊技メダル等
」という。）の種別

メ
遊技メダ 規定数

ダ ル等投入
時の処理 遊技メダル等投入時

ル （注1） の処理の制御又はデ
ータ処理に係る電子

等 回路

使用部品

遊技メダル等投入時
の処理の制御又はデ
ータ処理に係るプロ
グラム

規定数を超える数
の遊技メダル等投
入時の処理

回 個 数

胴 構造及び大きさ

材 質

回胴の回転軸 構 造

材 質

回胴の上の図 個 数
柄（以下この
別記様式にお 種 類
いて「図柄」
という。） 配 列

大きさ mm

回 構 造
胴
回 動作原理
転
装 回胴の回転の方向及び速さ
置

回転停止装置が作動しない
場合において、すべての回
胴の回転の速さが一定とな
つてから停止するまでの時
間

（注１） 「遊技メダル等投入時の処理」とは、遊技メダル等の投入（貯留装置に係る
ボタンその他の装置の操作により遊技メダルが使用されたことを含む。以下こ
の別記様式において同じ。）を行つた時から当該遊技メダル等に係る遊技が可
能な状態になる時までの間の処理をいう。

別記様式第３号（第１条、第７条関係）

（その１）
諸元表（回胴式遊技機）

型式名

製造業者又は輸入業者名

使 温 度 ℃

用 湿 度 ％

条 電 源 種 別

件 定格電圧 Ｖ

定格周波数 Hz

その他の使用条件

遊 遊技機を作動させるための遊技
メダル又は遊技球（以下この別

技 記様式において「遊技メダル等
」という。）の種別

メ
遊技メダ 規定数

ダ ル等投入
時の処理 遊技メダル等投入時

ル （注1） の処理の制御又はデ
ータ処理に係る電子

等 回路

使用部品

遊技メダル等投入時
の処理の制御又はデ
ータ処理に係るプロ
グラム

規定数を超える数
の遊技メダル等投
入時の処理

回 個 数

胴 構造及び大きさ

材 質

回胴の回転軸 構 造

材 質

回胴の上の図 個 数
柄（以下この
別記様式にお 種 類
いて「図柄」
という。） 配 列

大きさ mm

回 構 造
胴
回 動作原理
転
装 回胴の回転の方向及び速さ
置

回転停止装置が作動しない
場合において、すべての回
胴の回転の速さが一定とな
つてから停止するまでの時
間

（注１） 「遊技メダル等投入時の処理」とは、遊技メダル等の投入（貯留装置に係る
ボタンその他の装置の操作により遊技メダルが使用されたことを含む。以下こ
の別記様式において同じ。）を行つた時から当該遊技メダル等に係る遊技が可
能な状態になる時までの間の処理をいう。



（その２）

回 回 回胴回転装置の作動に係る
胴 制御又はデータ処理に係る

胴 回 電子回路
転
装 使用部品
置

回胴回転装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

回 構 造

転 動作原理

停 停止ボタン等の配置

止 停止ボタン等 第二種特別
の操作後、回 役物未作動

装 胴の回転の停 時
止までに要す

置 る時間 第二種特別
役物作動時

回転停止装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

回転停止装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

ガラス板等 透視性

材 質

受け皿 構 造

材 質

遊技機の枠 構 造

材 質

貯留装置 貯留可能な遊技メダ
ルの数

構 造

動作原理

遊技メダル数 構 造
表示装置

動作原理

遊技メダル等 構 造
払出装置
（注２） 動作原理

設定の数

（注２） 「遊技メダル等払出装置」とは、入賞により獲得されることとなる遊技メダ
ル等を受け皿に払い出すための装置をいう。

（その２）

回 回 回胴回転装置の作動に係る
胴 制御又はデータ処理に係る

胴 回 電子回路
転
装 使用部品
置

回胴回転装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

回 構 造

転 動作原理

停 停止ボタン等の配置

止 停止ボタン等 第二種特別
の操作後、回 役物未作動

装 胴の回転の停 時
止までに要す

置 る時間 第二種特別
役物作動時

回転停止装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

回転停止装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

ガラス板等 透視性

材 質

受け皿 構 造

材 質

遊技機の枠 構 造

材 質

貯留装置 貯留可能な遊技メダ
ルの数

構 造

動作原理

遊技メダル等 構 造
払出装置
（注２） 動作原理

設定の数

（注２） 「遊技メダル等払出装置」とは、入賞により獲得されることとなる遊技メダ
ル等を受け皿に払い出すための装置をいう。



（その３）

遊 １回の入賞により獲得することができ
技 る遊技メダル等の数の上限
メ
ダ 規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せ
ル
等 規定数ごとの各入賞に係る図柄の組合
の せに対応して獲得することができる遊
獲 技メダル等の数
得
に 規定数ごとのすべての図柄の組合せの
係 数に占める入賞に係る図柄の組合せの
る 数の割合
遊
技 設定ごと及び規定数ごとの各入賞に係
機 る条件装置が作動する確率の値
の
性 入賞に係る図柄の組合せが表示される
能 動作原理

入賞に係る図柄の組合せが表示された
場合の処理（注３）

試射試験 設定ごと及び規定数ごとの
（注４) 17,500回出玉率（注５）

設定ごと及び規定数ごとの
6,000回出玉率（注６)

設定ごと及び規定数ごとの
1,600回出玉率（注７）

設定ごと及び規定数ごとの
400回出玉率（注８）

設定ごと及び規定数ごとの
役物比率（注９）

設定ごと及び規定数ごとの
連続役物比率（注10）

（注３） 「入賞に係る図柄の組合せが表示された場合の処理」とは、入賞に係る図柄
の組合せが表示された時から当該入賞により獲得されることとなる遊技メダル
等を受け皿に払い出す時までの間の処理をいう。

（注４） 「試射試験」とは、設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた
後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止
装置を作動させる試験をいう。

（注５） 「17,500回出玉率」とは、17,500回の遊技において投入した遊技メダル等の

総数のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーショ
ン試験」欄において同じ。）。

（注６） 「6,000回出玉率」とは、6,000回の遊技において投入した遊技メダル等の総
数のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーション
試験」欄において同じ。）。

（注７） 「1,600回出玉率」とは、1,600回の遊技において投入した遊技メダル等の総
数のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーション
試験」欄において同じ。）。

（注８） 「400回出玉率」とは、400回の遊技において投入した遊技メダル等の総数の
うち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーション試験
」欄において同じ。）。

（注９） 「役物比率」とは、6,000回の遊技において獲得された遊技メダル等の数のう
ち役物の作動によるものの割合をいう（以下「シミュレーション試験」欄にお
いて同じ。）。

（注10） 「連続役物比率」とは、6,000回の遊技において獲得された遊技メダル等の数
のうち第一種特別役物の作動によるものの割合をいう（以下「シミュレーショ
ン試験」欄において同じ。）。

（その３）

遊 １回の入賞により獲得することができ
技 る遊技メダル等の数の上限
メ
ダ 規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せ
ル
等 規定数ごとの各入賞に係る図柄の組合
の せに対応して獲得することができる遊
獲 技メダル等の数
得
に 規定数ごとのすべての図柄の組合せの
係 数に占める入賞に係る図柄の組合せの
る 数の割合
遊
技 設定ごと及び規定数ごとの各入賞に係
機 る条件装置が作動する確率の値
の
性 入賞に係る図柄の組合せが表示される
能 動作原理

入賞に係る図柄の組合せが表示された
場合の処理（注３）

試射試験 設定ごと及び規定数ごとの
（注４) 長時間出玉率（注５）

設定ごと及び規定数ごとの
中時間出玉率（注６)

設定ごと及び規定数ごとの
短時間出玉率（注７）

設定ごと及び規定数ごとの
役物比率（注８）

設定ごと及び規定数ごとの
連続役物比率（注９）

（注３） 「入賞に係る図柄の組合せが表示された場合の処理」とは、入賞に係る図柄
の組合せが表示された時から当該入賞により獲得されることとなる遊技メダル
等を受け皿に払い出す時までの間の処理をいう。

（注４） 「試射試験」とは、設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた
後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止
装置を作動させる試験をいう。

（注５） 「長時間出玉率」とは、17,500回の遊技において投入した遊技メダル等の総
数のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーション
試験」欄において同じ。）。

（注６） 「中時間出玉率」とは、6,000回の遊技において投入した遊技メダル等の総数
のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーション試
験」欄において同じ。）。

（注７） 「短時間出玉率」とは、400回の遊技において投入した遊技メダル等の総数の

うち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう（以下「シミュレーション試験
」欄において同じ。）。

（注８） 「役物比率」とは、6,000回の遊技において獲得された遊技メダル等の数のう
ち役物の作動によるものの割合をいう（以下「シミュレーション試験」欄にお
いて同じ。）。

（注９） 「連続役物比率」とは、6,000回の遊技において獲得された遊技メダル等の数
のうち第一種特別役物の作動によるものの割合をいう（以下「シミュレーショ
ン試験」欄において同じ。）。



（その４）

遊 シミュレ 設定ごと及び規定数ごとの17,500
技 ーション 回出玉率

メ 試験
ダ （注11) 設定ごと及び規定数ごとの6,000
ル 回出玉率
等
の 設定ごと及び規定数ごとの1,600
獲 回出玉率
得

に 設定ごと及び規定数ごとの400回
係 出玉率
る
遊 設定ごと及び規定数ごとの役物比
技 率
機
の 設定ごと及び規定数ごとの連続役
性 物比率
能

遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に係
る制御又はデータ処理に係る電子回路

使用部品

遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に係
る制御又はデータ処理に係るプログラム

遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に係
る制御に欠くことができないその他の構造

再 規定数ごとの再遊技に係る図柄の組合せ
遊 （注12）
技
に 設定ごと及び規定数ごとの再遊技に係る条件
係 装置が作動する確率の値
る
遊 規定数ごとのすべての図柄の組合せの数に占
技 める再遊技に係る図柄の組合せの数の割合
機
の 再遊技に係る条件装置が作動する確率の変動
性 契機
能

設定ごと及び規定数ごとの再遊技に係る条件
装置が作動する確率が変動した場合の確率の
値

再遊技に係る図柄の組合せが表示された場合
の処理（注13）

再遊技に係る遊技機の作動の制御又はデータ
処理に係る電子回路

使用部品

再遊技に係る遊技機の作動の制御又はデータ
処理に係るプログラム

再遊技に係る遊技機の作動に欠くことができ
ないその他の構造

（注11） 「シミュレーション試験」とは、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場
合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより
獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとした試験をい
う。

（注12） 「再遊技に係る図柄の組合せ」とは、再遊技を行うことができることとなる
図柄の組合せをいう（以下「再遊技に係る遊技機の性能」欄及び（注13）にお
いて同じ。）。

（注13） 「再遊技に係る図柄の組合せが表示された場合の処理」とは、再遊技に係る
図柄の組合せが表示された時から当該図柄の組合せに係る再遊技が可能な状態
となる時までの間の処理をいう。

（その４）

遊 シミュレ 設定ごと及び規定数ごとの長時間
技 ーション 出玉率

メ 試験
ダ （注10) 設定ごと及び規定数ごとの中時間
ル 出玉率
等

の 設定ごと及び規定数ごとの短時間
獲 出玉率
得
に 設定ごと及び規定数ごとの役物比
係 率
る
遊 設定ごと及び規定数ごとの連続役
技 物比率
機
の 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に係
性 る制御又はデータ処理に係る電子回路
能

使用部品

遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に係
る制御又はデータ処理に係るプログラム

遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に係
る制御に欠くことができないその他の構造

再 規定数ごとの再遊技に係る図柄の組合せ
遊 （注11）
技
に 設定ごと及び規定数ごとの再遊技に係る条件
係 装置が作動する確率の値
る
遊 規定数ごとのすべての図柄の組合せの数に占
技 める再遊技に係る図柄の組合せの数の割合
機
の 再遊技に係る条件装置が作動する確率の変動
性 契機
能

設定ごと及び規定数ごとの再遊技に係る条件
装置が作動する確率が変動した場合の確率の
値

再遊技に係る図柄の組合せが表示された場合
の処理（注12）

再遊技に係る遊技機の作動の制御又はデータ
処理に係る電子回路

使用部品

再遊技に係る遊技機の作動の制御又はデータ
処理に係るプログラム

再遊技に係る遊技機の作動に欠くことができ
ないその他の構造

（注10） 「シミュレーション試験」とは、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場
合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより
獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとした試験をい
う。

（注11） 「再遊技に係る図柄の組合せ」とは、再遊技を行うことができることとなる
図柄の組合せをいう（以下「再遊技に係る遊技機の性能」欄及び（注12）にお
いて同じ。）。

（注12） 「再遊技に係る図柄の組合せが表示された場合の処理」とは、再遊技に係る
図柄の組合せが表示された時から当該図柄の組合せに係る再遊技が可能な状態
となる時までの間の処理をいう。



（その５）

普 個 数

通 作動契機

役 条 件

物 設定ごと及び規定数ごとの普通役物の作動に係
る条件装置が作動する確率の値

規定数ごとの普通役物の作動により増加する入
賞に係る図柄の組合せ

規定数ごとの普通役物の作動により入賞に係る
図柄の組合せの数が増加した場合における入賞
に係る図柄の組合せの数がすべての図柄の組合
せの数に占める割合

規定数ごとの普通役物が作動した場合に入賞に
係る条件装置が作動する確率の値

作動終了条件

作動中の処理

普通役物の作動に係る制御又はデータ処理に係
る電子回路

使用部品

普通役物の作動に係る制御又はデータ処理に係
るプログラム

普通役物の作動に欠くことができないその他の
構造

第 個 数

一 作動契機 第一種特別役物に係る役物連続作動
装置未作動時

種
第一種特別役物に係る役物連続作動

特 装置作動時

別 条 件 第一種特別役物に係る役物連続作動
装置未作動時

役
第一種特別役物に係る役物連続作動

物 装置作動時

規定数ごとのすべての 第一種特別役物に係る
図柄の組合せの数に占 役物連続作動装置未作
める第一種特別役物が 動時（役物連続作動装
作動することとなる図 置が設けられていない
柄の組合せの数の割合 場合を含む。）

第一種特別役物に係る
役物連続作動装置作動
時

設定ごと及び規定数ご 第一種特別役物に係る
とに第一種特別役物の 役物連続作動装置未作
作動に係る条件装置が 動時（役物連続作動装
作動する確率の値 置が設けられていない

場合を含む。）

第一種特別役物に係る
役物連続作動装置作動
時

（その５）

普 個 数

通 作動契機

役 条 件

物 設定ごと及び規定数ごとの普通役物の作動に係
る条件装置が作動する確率の値

規定数ごとの普通役物の作動により増加する入
賞に係る図柄の組合せ

規定数ごとの普通役物の作動により入賞に係る
図柄の組合せの数が増加した場合における入賞
に係る図柄の組合せの数がすべての図柄の組合
せの数に占める割合

規定数ごとの普通役物が作動した場合に入賞に
係る条件装置が作動する確率の値

作動終了条件

作動中の処理

普通役物の作動に係る制御又はデータ処理に係
る電子回路

使用部品

普通役物の作動に係る制御又はデータ処理に係
るプログラム

普通役物の作動に欠くことができないその他の
構造

第 個 数

一 作動契機 第一種特別役物に係る役物連続作動
装置未作動時

種
第一種特別役物に係る役物連続作動

特 装置作動時

別 条 件 第一種特別役物に係る役物連続作動
装置未作動時

役
第一種特別役物に係る役物連続作動

物 装置作動時

規定数ごとのすべての 第一種特別役物に係る
図柄の組合せの数に占 役物連続作動装置未作
める第一種特別役物が 動時（役物連続作動装
作動することとなる図 置が設けられていない
柄の組合せの数の割合 場合を含む。）

第一種特別役物に係る
役物連続作動装置作動
時

設定ごと及び規定数ご 第一種特別役物に係る
とに第一種特別役物の 役物連続作動装置未作
作動に係る条件装置が 動時（役物連続作動装
作動する確率の値 置が設けられていない

場合を含む。）

第一種特別役物に係る
役物連続作動装置作動
時



（その６）

第 規定数ごとの第一種特別役物の作動により増加
する入賞に係る図柄の組合せ

一
規定数ごとの第一種特別役物の作動により入賞

種 に係る図柄の組合せの数が増加した場合におけ
る入賞に係る図柄の組合せの数がすべての図柄

特 の組合せの数に占める割合

別 規定数ごとの第一種特別役物が作動した場合に
入賞に係る条件装置が作動する確率の値

役
作動終了条件

物
作動中の処理

第一種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係る電子回路

使用部品

第一種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係るプログラム

第一種特別役物の作動に欠くことができないそ
の他の構造

第 個 数

二 作動契機 第二種特別役物に係る役物連続作
動装置未作動時

種
第二種特別役物に係る役物連続作

特 動装置作動時

別 条 件 第二種特別役物に係る役物連続作
動装置未作動時

役
第二種特別役物に係る役物連続作

物 動装置作動時

設定ごと及び規定数 第二種特別役物に係る役
ごとの第二種特別役 物連続作動装置未作動時
物の作動に係る条件 （役物連続作動装置が設
装置が作動する確率 けられていない場合を含
の値 む。）

第二種特別役物に係る役
物連続作動装置作動時

作動終了条件

作動中の処理

第二種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係る電子回路

使用部品

第二種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係るプログラム

第二種特別役物の作動に欠くことができないそ
の他の構造

（その６）

第 規定数ごとの第一種特別役物の作動により増加
する入賞に係る図柄の組合せ

一
規定数ごとの第一種特別役物の作動により入賞

種 に係る図柄の組合せの数が増加した場合におけ
る入賞に係る図柄の組合せの数がすべての図柄

特 の組合せの数に占める割合

別 規定数ごとの第一種特別役物が作動した場合に
入賞に係る条件装置が作動する確率の値

役
作動終了条件

物
作動中の処理

第一種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係る電子回路

使用部品

第一種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係るプログラム

第一種特別役物の作動に欠くことができないそ
の他の構造

第 個 数

二 作動契機 第二種特別役物に係る役物連続作
動装置未作動時

種
第二種特別役物に係る役物連続作

特 動装置作動時

別 条 件 第二種特別役物に係る役物連続作
動装置未作動時

役
第二種特別役物に係る役物連続作

物 動装置作動時

設定ごと及び規定数 第二種特別役物に係る役
ごとの第二種特別役 物連続作動装置未作動時
物の作動に係る条件 （役物連続作動装置が設
装置が作動する確率 けられていない場合を含
の値 む。）

第二種特別役物に係る役
物連続作動装置作動時

作動終了条件

作動中の処理

第二種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係る電子回路

使用部品

第二種特別役物の作動に係る制御又はデータ処
理に係るプログラム

第二種特別役物の作動に欠くことができないそ
の他の構造



（その７）

第 個 数
一
種 作動契機
特
別 条 件
役
物 規定数ごとのすべての図柄の組合せ
に の数に占める役物連続作動装置が作
係 動することとなる図柄の組合せの数
る の割合
役
物 設定ごと及び規定数ごとの役物連続
連 作動装置の作動に係る条件装置が作
続 動する確率の値
作
動 作動終了条件
装
置 作動中の処理

役物連続作動装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係る電子回路

使用部品

役物連続作動装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプログラム

役物連続作動装置の作動に欠くこと
ができないその他の構造

第 個 数
二
種 作動契機
特
別 条 件
役
物 設定ごと及び規定数ごとの役物連続
に 作動装置の作動に係る条件装置が作
係 動する確率の値
る
役 作動終了条件
物
連 作動中の処理
続
作 役物連続作動装置の作動に係る制御
動 又はデータ処理に係る電子回路
装
置 使用部品

役物連続作動装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプログラム

役物連続作動装置の作動に欠くこと
ができないその他の構造

遊技の用に 名 称

供されるそ 設置目的及び機能

の他の装置 構 造

動作原理

（その７）

第 個 数
一
種 作動契機
特
別 条 件
役
物 規定数ごとのすべての図柄の組合せ
に の数に占める役物連続作動装置が作
係 動することとなる図柄の組合せの数
る の割合
役
物 設定ごと及び規定数ごとの役物連続
連 作動装置の作動に係る条件装置が作
続 動する確率の値
作
動 作動終了条件
装
置 作動中の処理

役物連続作動装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係る電子回路

使用部品

役物連続作動装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプログラム

役物連続作動装置の作動に欠くこと
ができないその他の構造

第 個 数
二
種 作動契機
特
別 条 件
役
物 設定ごと及び規定数ごとの役物連続
に 作動装置の作動に係る条件装置が作
係 動する確率の値
る
役 作動終了条件
物
連 作動中の処理
続
作 役物連続作動装置の作動に係る制御
動 又はデータ処理に係る電子回路
装
置 使用部品

役物連続作動装置の作動に係る制御
又はデータ処理に係るプログラム

役物連続作動装置の作動に欠くこと
ができないその他の構造

遊技の用に 名 称

供されるそ 設置目的及び機能

の他の装置 構 造

動作原理



（その８）

遊技機内部の配線系統

基 個 数

板 設置位置

回路構成

部品配置

使用部品

マイクロ 個 数

プロセッ 用 途

サー 型式名

製造者名

特記事項

Ｒ 個 数

Ｏ 用 途

Ｍ 記憶容量

使用領域

記憶内容

プロ 構 成

グラ ソースプロ
グラム

ム
使用データ

検査合計

型式名

製造者名

特記事項

ＲＷＭ 個 数

用 途

記憶容量

使用領域

初期化処理

型式名

製造者名

特記事項

主基 構 造
板ケ
ース 材 質

（その８）

遊技機内部の配線系統

基 個 数

板 設置位置

回路構成

部品配置

使用部品

マイクロ 個 数

プロセッ 用 途

サー 型式名

製造者名

特記事項

Ｒ 個 数

Ｏ 用 途

Ｍ 記憶容量

使用領域

記憶内容

プロ 構 成

グラ ソースプロ
グラム

ム
使用データ

検査合計

型式名

製造者名

特記事項

ＲＷＭ 個 数

用 途

記憶容量

使用領域

初期化処理

型式名

製造者名

特記事項

主基 構 造
板ケ
ース 材 質



（その９）

基 基板の型式を特定するための
番号、記号その他の符号

板
製造者の氏名又は名称

入力信号 信号の種類

端子の位置

出力信号 信号の種類

端子の位置

遊技機の使用 名 称

に接続を必要 用 途

とする装置 接続条件

備

考

備考 １ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（その９）

基 基板の型式を特定するための
番号、記号その他の符号

板
製造者の氏名又は名称

入力信号 信号の種類

端子の位置

出力信号 信号の種類

端子の位置

遊技機の使用 名 称

に接続を必要 用 途

とする装置 接続条件

備

考

備考 １ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第４号（第１条、第７条関係）

（その１）
諸元表（アレンジボール遊技機）

型式名

製造業者又は輸入業者名

使 温 度 ℃

用 湿 度 ％

条 電 源 種 別

件 定格電圧 Ｖ

定格周波数 Hz

遊技機の設置条件

その他の使用条件

遊 遊技機を作動させるための
遊技メダル又は遊技球（以

技 下この別記様式において「
遊技メダル等」という。）

メ の種別

ダ １回の遊技につき必要な遊
技メダル等の規定数

ル
規定数の遊技メダル等の投

等 入ごとの遊技に使用可能な
遊技球の数

遊技球 質 量 g

材 質

遊 構 造
技
盤 遊技盤の大きさ

遊技板の材質

別記様式第４号（第１条、第７条関係）

（その１）
諸元表（アレンジボール遊技機）

型式名

製造業者又は輸入業者名

使 温 度 ℃

用 湿 度 ％

条 電 源 種 別

件 定格電圧 Ｖ

定格周波数 Hz

遊技機の設置条件

その他の使用条件

遊 遊技機を作動させるための
遊技メダル又は遊技球（以

技 下この別記様式において「
遊技メダル等」という。）

メ の種別

ダ １回の遊技につき必要な遊
技メダル等の規定数

ル
規定数の遊技メダル等の投

等 入ごとの遊技に使用可能な
遊技球の数

遊技球 質 量 g

材 質

遊 構 造
技
盤 遊技盤の大きさ

遊技板の材質



（その２）

遊 遊 遊 本 数
技

技 球 技 配 置
の

盤 落 く 形 状
下
の ぎ 傾 き
方
向 材 質
に
変 硬 度 Hv
化
を 風 個 数
与
え 車 配 置
る
た 形状及び構造
め
の 傾 き
装
置 材 質

軸の硬度 Hv

そ 名 称

の 機 能

他 個 数

の 配 置

装 形状及び構造

置 材 質

ガ 遊技板との距離 mm
ラ
ス 透視性
板
等 材 質

受け皿 構 造

材 質

遊技盤の枠 大 高さ mm

き 幅 mm

さ 奥行 mm

構 造

材 質

貯留 貯留可能な遊技メダルの
数

装置
構 造

動作原理

（その２）

遊 遊 遊 本 数
技

技 球 技 配 置
の

盤 落 く 形 状
下
の ぎ 傾 き
方
向 材 質
に
変 硬 度 Hv
化
を 風 個 数
与
え 車 配 置
る
た 形状及び構造
め
の 傾 き
装
置 材 質

軸の硬度 Hv

そ 名 称

の 機 能

他 個 数

の 配 置

装 形状及び構造

置 材 質

ガ 遊技板との距離 mm
ラ
ス 透視性
板
等 材 質

受け皿 構 造

材 質

遊技盤の枠 大 高さ mm

き 幅 mm

さ 奥行 mm

構 造

材 質

貯留 貯留可能な遊技メダルの
数

装置
構 造

動作原理



（その３）

発 種 類

射 構 造

装 動作原理

置 電 種 類

動 回転速度

機 製造者名

１分間の発射遊技球数

遊技メダル等 構 造
払出装置
（注１） 動作原理

遊技メ 10時間出玉率（注２）
ダル等
の獲得 ４時間出玉率（注３）
に係る
遊技機 １時間出玉率（注４）
の性能

役物比率（注５）

遊技に 遊技メダル等の投入条
件

係る条
遊技開始時の条件

件
入賞の条件

入球口 個 数

配 置

構 造

入口の大きさ mm

内 入球感知機構
部
構 その他遊技の結
造 果に影響を及ぼ

すこととなる機
能を有する構造

材 質

ゲート 個 数

配 置

構 造

入口の大きさ mm

材 質

（注１） 「遊技メダル等払出装置」とは、入賞により獲得されることとなる遊技メダ
ル等を受け皿に払い出すための装置をいう。

（注２） 「10時間出玉率」とは、10時間の遊技において使用した遊技メダル等の総数
のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう。

（注３） 「４時間出玉率」とは、４時間の遊技において使用した遊技メダル等の総数
のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう。

（注４） 「１時間出玉率」とは、１時間の遊技において使用した遊技メダル等の総数

のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう。
（注５） 「役物比率」とは、10時間の遊技において獲得する遊技メダル等の総数のう

ち役物及び得点増加装置の作動によるものの数の割合をいう。

（その３）

発 種 類

射 構 造

装 動作原理

置 電 種 類

動 回転速度

機 製造者名

１分間の発射遊技球数

遊技メダル等 構 造
払出装置
（注１） 動作原理

遊技メ 中時間出玉率（注２）
ダル等
の獲得 短時間出玉率（注３）
に係る
遊技機 役物比率（注４）
の性能

遊技に 遊技メダル等の投入条
件

係る条
遊技開始時の条件

件
入賞の条件

入球口 個 数

配 置

構 造

入口の大きさ mm

内 入球感知機構
部
構 その他遊技の結
造 果に影響を及ぼ

すこととなる機
能を有する構造

材 質

ゲート 個 数

配 置

構 造

入口の大きさ mm

材 質

（注１） 「遊技メダル等払出装置」とは、入賞により獲得されることとなる遊技メダ
ル等を受け皿に払い出すための装置をいう。

（注２） 「中時間出玉率」とは、10時間の遊技において使用した遊技メダル等の総数
のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう。

（注３） 「短時間出玉率」とは、１時間の遊技において使用した遊技メダル等の総数

のうち獲得する遊技メダル等の総数の割合をいう。
（注４） 「役物比率」とは、10時間の遊技において獲得する遊技メダル等の総数のう

ち役物及び得点増加装置の作動によるものの数の割合をいう。



（その４）

入 個 数

賞 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 表 個 数

示 示 種 類

装 す 表示契機

置 る 条 件

図 入賞に係る図柄の組合
せの種類

柄
獲得される遊技メダ
ル等の数

入賞図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係る電子回路

使用部品

入賞図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係るプログラム

役 個 数

物 作動契機

条 件

役物作動口 個 数

配 置

作動終了条件

役物の作動により表示され
る入賞図柄(注６) の種類
及び数

役物の作動により表示され
る入賞図柄の組合せが入賞
に係る図柄の組合せに該当
することとなる場合におい
て、当該入賞図柄の組合せ
により獲得することができ
る遊技メダル等の数

（注６） 「入賞図柄」とは、入賞図柄表示装置に係る図柄をいう（以下この別記様式
において同じ。）。

（その４）

入 個 数

賞 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 表 個 数

示 示 種 類

装 す 表示契機

置 る 条 件

図 入賞に係る図柄の組合
せの種類

柄
獲得される遊技メダ
ル等の数

入賞図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係る電子回路

使用部品

入賞図柄表示装置の作動に
係る制御又はデータ処理に
係るプログラム

役 個 数

物 作動契機

条 件

役物作動口 個 数

配 置

作動終了条件

役物の作動により表示され
る入賞図柄(注５) の種類
及び数

役物の作動により表示され
る入賞図柄の組合せが入賞
に係る図柄の組合せに該当
することとなる場合におい
て、当該入賞図柄の組合せ
により獲得することができ
る遊技メダル等の数

（注５） 「入賞図柄」とは、入賞図柄表示装置に係る図柄をいう（以下この別記様式
において同じ。）。



（その５）

役 役物の作動に係る制御又は
データ処理に係る電子回路

物
使用部品

役物の作動に係る制御又は
データ処理に係るプログラ
ム

役物の作動に欠くことがで
きないその他の構造

役 個 数

物 作動契機

誘 条 件

導 役物作動口 個 数

装 配 置

置 作動終了条件

役物誘導装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

役物誘導装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

役物誘導装置の作動に欠く
ことができないその他の構
造

誘 個 数

導 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 作動契機

示 条 件

装 表示する図柄の種類

置 役物誘導装置が作動するこ
ととなる図柄の組合せ

役物誘導装置が作動するこ
ととなる図柄の組合せを表
示する確率の値

（その５）

役 役物の作動に係る制御又は
データ処理に係る電子回路

物
使用部品

役物の作動に係る制御又は
データ処理に係るプログラ
ム

役物の作動に欠くことがで
きないその他の構造

役 個 数

物 作動契機

誘 条 件

導 役物作動口 個 数

装 配 置

置 作動終了条件

役物誘導装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

役物誘導装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

役物誘導装置の作動に欠く
ことができないその他の構
造

誘 個 数

導 配 置

図 構 造

柄 使用部品

表 作動契機

示 条 件

装 表示する図柄の種類

置 役物誘導装置が作動するこ
ととなる図柄の組合せ

役物誘導装置が作動するこ
ととなる図柄の組合せを表
示する確率の値



（その６）

誘 誘導図柄表示装置の作動に
導 係る制御又はデータ処理に
図 係る電子回路
柄
表 使用部品
示
装 誘導図柄表示装置の作動に
置 係る制御又はデータ処理に

係るプログラム

誘 個 数

導 誘導増加装置に係 個 数

増 る役物誘導装置 配 置

加 作動契機

装 条 件

置 作動の効果

作動終了条件

特 個 数

定 配 置

入 誘導 配 置
増加

球 装置 構 造
作動

口 領域 入口の大きさ
mm

通過率

材 質

誘導増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

誘導増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

誘導増加装置の作動に欠く
ことができないその他の構
造

（その６）

誘 誘導図柄表示装置の作動に
導 係る制御又はデータ処理に
図 係る電子回路
柄
表 使用部品
示
装 誘導図柄表示装置の作動に
置 係る制御又はデータ処理に

係るプログラム

誘 個 数

導 誘導増加装置に係 個 数

増 る役物誘導装置 配 置

加 作動契機

装 条 件

置 作動の効果

作動終了条件

特 個 数

定 配 置

入 誘導 配 置
増加

球 装置 構 造
作動

口 領域 入口の大きさ
mm

通過率

材 質

誘導増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
電子回路

使用部品

誘導増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

誘導増加装置の作動に欠く
ことができないその他の構
造



（その７）

得 個 数

点 作動契機

増 条 件

加 作動の効果

装 得点増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る

置 電子回路

使用部品

得点増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

得点増加装置の作動に欠く
ことができないその他の構
造

遊技の用に 名 称

供されるそ 設置目的及び機能

の他の装置 構 造

動作原理

（その７）

得 個 数

点 作動契機

増 条 件

加 作動の効果

装 得点増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る

置 電子回路

使用部品

得点増加装置の作動に係る
制御又はデータ処理に係る
プログラム

得点増加装置の作動に欠く
ことができないその他の構
造

遊技の用に 名 称

供されるそ 設置目的及び機能

の他の装置 構 造

動作原理



（その８）

遊技機内部の配線系統

基 個 数

板 設置位置及び方法

回路構成

部品配置

使用部品

マイク 個 数

ロプロ 用 途

セッサ 型式名

ー 製造者名

特記事項

Ｒ 個 数

Ｏ 用 途

Ｍ 記憶容量

使用領域

記憶内容

プロ 構 成

グラ ソースプロ
グラム

ム
使用データ

検査合計

型式名

製造者名

特記事項

ＲＷＭ 個 数

用 途

記憶容量

使用領域

初期化処理

型式名

製造者名

特記事項

主基 構 造
板ケ
ース 材 質

（その８）

遊技機内部の配線系統

基 個 数

板 設置位置及び方法

回路構成

部品配置

使用部品

マイク 個 数

ロプロ 用 途

セッサ 型式名

ー 製造者名

特記事項

Ｒ 個 数

Ｏ 用 途

Ｍ 記憶容量

使用領域

記憶内容

プロ 構 成

グラ ソースプロ
グラム

ム
使用データ

検査合計

型式名

製造者名

特記事項

ＲＷＭ 個 数

用 途

記憶容量

使用領域

初期化処理

型式名

製造者名

特記事項

主基 構 造
板ケ
ース 材 質



（その９）

基 基板の型式を特定するための
板 番号、記号その他の符号

製造者の氏名又は名称

入力信号 信号の種類

端子の位置

出力信号 信号の種類

端子の位置

遊技機の使用 名 称

に接続を必要 用 途

とする装置 接続条件

備

考

備考 １ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（その９）

基 基板の型式を特定するための
板 番号、記号その他の符号

製造者の氏名又は名称

入力信号 信号の種類

端子の位置

出力信号 信号の種類

端子の位置

遊技機の使用 名 称

に接続を必要 用 途

とする装置 接続条件

備

考

備考 １ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別
表
第
２

技
術
上
の
規
格
に
お
け
る
用
語
の
意
味
（
第
６
条
関
係
）

別
表
第
２

技
術
上
の
規
格
に
お
け
る
用
語
の
意
味
（
第
６
条
関
係
）

複
数
の
種
類
の
遊
技
機
に
共
通
す
る
事
項
に
係
る
用
語
の
意
味

複
数
の
種
類
の
遊
技
機
に
共
通
す
る
事
項
に
係
る
用
語
の
意
味

(１
)

(１
)

第
６
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
関
し
複
数
の
種
類
の
遊
技
機
に
共
通
す
る

［
同
左
］

事
項
に
係
る
用
語
の
意
味
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
イ
～
カ

略
］

［
イ
～
カ

同
左
］

ヨ
「
設
定
変
更
装
置
」
と
は
、
設
定
を
切
り
替
え
る
装
置
で
、
遊
技
機
に
備
え
ら

［
加
え
る
。
］

れ
た
ボ
タ
ン
、
レ
バ
ー
そ
の
他
の
装
置
の
操
作
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
を
い
う
。

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
係
る
用
語
の
意
味

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
係
る
用
語
の
意
味

(２
)

(２
)

第
６
条
第
１
号
に
掲
げ
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
係
る
用
語
の
意
味
は
、

に
掲
げ

［
同
左
］

(１
)

る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
イ
～
ヲ

略
］

［
イ
～
ヲ

同
左
］

ワ
「
設
定
」
と
は
、
作
動
確
率
の
組
合
せ
を
い
う
。

［
加
え
る
。
］

カ
［
略
］

ワ
［
同
左
］

ヨ
［
略
］

カ
［
同
左
］

タ
「
遊
技
球
数
表
示
装
置
」
と
は
、
遊
技
者
が
遊
技
球
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な

［
加
え
る
。
］

い
構
造
を
有
す
る
遊
技
機
に
備
え
ら
れ
る
装
置
で
あ
つ
て
、
遊
技
者
が
発
射
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
球
の
総
数
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

回
胴
式
遊
技
機
に
係
る
用
語
の
意
味

回
胴
式
遊
技
機
に
係
る
用
語
の
意
味

(３
)

(３
)

第
６
条
第
２
号
に
掲
げ
る
回
胴
式
遊
技
機
に
係
る
用
語
の
意
味
は
、

に
掲
げ
る

［
同
左
］

(１
)

も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
「
再
遊
技
」
と
は
、
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
投
入
（
貯
留
装
置
又
は
遊
技
メ
ダ
ル
数

イ
「
再
遊
技
」
と
は
、
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
投
入
（
貯
留
装
置
に
係
る
ボ
タ
ン
そ
の

表
示
装
置
に
係
る
ボ
タ
ン
そ
の
他
の
装
置
の
操
作
に
よ
り
遊
技
メ
ダ
ル
を
遊
技
の

他
の
装
置
の
操
作
に
よ
り
遊
技
メ
ダ
ル
を
遊
技
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
含
む
。
以

用
に
供
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
、
別
表
第
５
、
別
表
第
６
及
び
別
表
第

下
こ
の
表
、
別
表
第
５
、
別
表
第
６
及
び
別
表
第
７
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る



７
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
に
よ
ら
ず
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
遊
技
を
い

こ
と
に
よ
ら
ず
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
遊
技
を
い
う
。

う
。

［
ロ
～
ヲ

略
］

［
ロ
～
ヲ

同
左
］

ワ
「
遊
技
メ
ダ
ル
数
表
示
装
置
」
と
は
、
遊
技
メ
ダ
ル
の
貸
出
若
し
く
は
入
賞
に

ワ
「
設
定
変
更
装
置
」
と
は
、
設
定
を
切
り
替
え
る
装
置
で
、
遊
技
機
に
備
え
ら

よ
る
獲
得
又
は
遊
技
メ
ダ
ル
を
遊
技
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
電
磁
的
方
法
の
み
に

れ
た
ボ
タ
ン
、
レ
バ
ー
そ
の
他
の
装
置
の
操
作
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
を
い
う
。

よ
り
行
う
遊
技
機
に
備
え
ら
れ
る
装
置
で
あ
つ
て
、
遊
技
者
が
遊
技
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
の
総
数
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(４
)

(５
)

(４
)

(５
)

別
表
第
３

不
正
な
改
造
そ
の
他
の
変
更
を
防
止
す
る
た
め
の
遊
技
機
の
構
造
に
係
る
技

別
表
第
３

不
正
な
改
造
そ
の
他
の
変
更
を
防
止
す
る
た
め
の
遊
技
機
の
構
造
に
係
る
技

術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(１
)

(２
)

(１
)

(２
)

そ
の
他
の
規
格

そ
の
他
の
規
格

(３
)

(３
)

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
左
］

ニ
主
基
板
に
装
着
さ
れ
る
ロ
ム
及
び
リ
ー
ド
ラ
イ
ト
メ
モ
リ
ー
で
あ
つ
て
、
貸
し

ニ
主
基
板
に
装
着
さ
れ
る
貸
し
出
さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
又
は
入
賞
に
よ
り
獲
得

出
さ
れ
若
し
く
は
入
賞
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
を
受
け
皿
に
送
出
し

さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
を
受
け
皿
に
送
出
す
る
た
め
の
ロ
ム
及
び
リ
ー
ド
ラ
イ
ト

、
又
は
貸
し
出
さ
れ
若
し
く
は
入
賞
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
を

メ
モ
リ
ー
の
総
数
は
、
す
べ
て
の
主
基
板
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
超
え
る
も

示
す
信
号
を
遊
技
球
数
表
示
装
置
若
し
く
は
遊
技
メ
ダ
ル
数
表
示
装
置
に
送
信
す

の
で
な
い
こ
と
。

る
た
め
の
も
の
の
総
数
は
、
す
べ
て
の
主
基
板
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
超
え

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
ホ
～
ヌ

略
］

［
ホ
～
ヌ

同
左
］

別
表
第
４

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

別
表
第
４

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

性
能
に
関
す
る
規
格

性
能
に
関
す
る
規
格

(１
)

(１
)

イ
［
略
］

イ
［
同
左
］



ロ
遊
技
球
の
獲
得
に
係
る
遊
技
機
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す

ロ
［
同
左
］

る
。

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(イ
)

(ロ
)

(イ
)

(ロ
)

設
定
ご
と
に
、
遊
技
球
の
試
射
試
験
を
１
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
１
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
球

(ハ
)

(ハ
)

得
す
る
遊
技
球
の
総
数
が
発
射
さ
せ
た
遊
技
球
の
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え
、

の
総
数
が
発
射
さ
せ
た
遊
技
球
の
総
数
の
３
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

か
つ
、
2
.
2
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

設
定
ご
と
に
、
遊
技
球
の
試
射
試
験
を
４
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲

［
加
え
る
。
］

(ニ
)得
す
る
遊
技
球
の
総
数
が
発
射
さ
せ
た
遊
技
球
の
総
数
の
５
分
の
２
を
超
え
、

か
つ
、
1
.
5
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

設
定
ご
と
に
、
遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
球

(ホ
)

(ニ
)

得
す
る
遊
技
球
の
総
数
が
発
射
さ
せ
た
遊
技
球
の
総
数
の
２
分
の
１
を
超
え
、

の
総
数
が
発
射
さ
せ
た
遊
技
球
の
総
数
の
２
分
の
１
を
超
え
、
か
つ
、
２
倍
に

か
つ
、
３
分
の
４
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

設
定
ご
と
に
、
遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
球

(ヘ
)

(ホ
)

得
す
る
遊
技
球
の
数
の
う
ち
役
物
の
作
動
に
よ
る
も
の
の
割
合
が
７
割
（
役
物

の
数
の
う
ち
役
物
の
作
動
に
よ
る
も
の
の
割
合
が
７
割
（
役
物
が
連
続
し
て
作

が
連
続
し
て
作
動
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
役
物
の
作
動
に
よ
る
も
の
の
割
合

動
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
役
物
の
作
動
に
よ
る
も
の
の
割
合
に
あ
つ
て
は
、

に
あ
つ
て
は
、
６
割
）
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

６
割
）
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
ハ
～
ホ

略
］

［
ハ
～
ホ

同
左
］

ヘ
特
別
電
動
役
物
、
条
件
装
置
及
び
特
別
図
柄
表
示
装
置
の
性
能
に
関
す
る
規
格

ヘ
［
同
左
］

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(イ
)

(チ
)

(イ
)

(チ
)

役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続
し
て
作

役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続
し
て
作

(リ
)

(リ
)

動
す
る
回
数
の
合
計
が
Ｎ
回
、
特
別
電
動
役
物
に
係
る
最
大
入
賞
数
の
最
大
値

動
す
る
回
数
の
合
計
が
Ｎ
回
、
特
別
電
動
役
物
に
係
る
最
大
入
賞
数
の
最
大
値

が
Ｒ
、
１
個
の
遊
技
球
が
大
入
賞
口
に
入
賞
し
た
場
合
に
獲
得
す
る
遊
技
球
の

が
Ｒ
、
１
個
の
遊
技
球
が
大
入
賞
口
に
入
賞
し
た
場
合
に
獲
得
す
る
遊
技
球
の

数
の
最
大
値
が
Ｓ
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
作
動
確
率
Ｍ
に
つ
き
、
次
の
関
係

数
の
最
大
値
が
Ｓ
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
作
動
確
率
Ｍ
に
つ
き
、
次
の
関
係



が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｍ
×
Ｎ
×
Ｒ
×
Ｓ
≦
1
0

Ｍ
×
Ｎ
×
Ｒ
×
Ｓ
≦
1
2

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(ヌ
)

(カ
)

(ヌ
)

(カ
)

ト
役
物
連
続
作
動
装
置
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ト
［
同
左
］

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(イ
)

(ハ
)

(イ
)

(ハ
)

役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続
し
て
作

役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続
し
て
作

(ニ
)

(ニ
)

動
す
る
回
数
の
合
計
は
、
1
0
回
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

動
す
る
回
数
の
合
計
は
、
1
6
回
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
略
］

［
同
左
］

(ホ
)

(ホ
)

役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続
し
て
作

役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続
し
て
作

(ヘ
)

(ヘ
)

動
す
る
回
数
が
変
動
す
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
得

動
す
る
回
数
が
変
動
す
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
得

ら
れ
る
連
続
し
て
作
動
す
る
回
数
の
期
待
値
に
つ
い
て
、
ヘ
(
リ
)
に
規
定
す
る

ら
れ
る
連
続
し
て
作
動
す
る
回
数
の
期
待
値
に
つ
い
て
、
ヘ
(
リ
)
に
規
定
す
る

関
係
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

関
係
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し

た
だ
し

Ｎ
は
、
役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続

Ｎ
は
、
役
物
連
続
作
動
装
置
の
１
回
の
作
動
に
よ
り
特
別
電
動
役
物
が
連
続

し
て
作
動
す
る
回
数
の
期
待
値

し
て
作
動
す
る
回
数
の
期
待
値

Ｑ
i
は
、
特
別
電
動
役
物
が
ｉ
回
連
続
し
て
作
動
す
る
確
率
の
値

Ｑ
i
は
、
特
別
電
動
役
物
が
ｉ
回
連
続
し
て
作
動
す
る
確
率
の
値

設
定
ご
と
に
作
動
確
率
の
値
が
複
数
定
め
ら
れ
て
い
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に

作
動
確
率
の
値
が
複
数
定
め
ら
れ
て
い
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、

(ト
)

(ト
)

あ
つ
て
は
、
そ
の
個
数
は
そ
れ
ぞ
れ
２
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
こ
の
場

そ
の
個
数
は
２
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
式

合
に
お
い
て
、
次
の
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
作
動
確
率
の
期
待
値
に
つ
い
て
、
ヘ

に
よ
り
得
ら
れ
る
作
動
確
率
の
期
待
値
に
つ
い
て
、
ヘ

に
規
定
す
る
関
係
が

(リ
)

102
i

i )
(
Ｑ

ｉ
Ｎ102
i

i
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Ｑ
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i
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(
Ｑ

ｉ
Ｎ162
i

i
1

Ｑ



に
規
定
す
る
関
係
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(リ
)Ｍ
は
、
作
動
確
率
の
期
待
値

Ｍ
は
、
作
動
確
率
の
期
待
値

Ｍ
Ｈ
は
、
作
動
確
率
の
値
の
う
ち
高
い
も
の

Ｍ
Ｈ
は
、
作
動
確
率
の
値
の
う
ち
高
い
も
の

Ｍ
Ｌ
は
、
作
動
確
率
の
値
の
う
ち
低
い
も
の

Ｍ
Ｌ
は
、
作
動
確
率
の
値
の
う
ち
低
い
も
の

Ｐ
は
、
作
動
確
率
の
値
が
高
い
場
合
に
お
け
る
役
物
連
続
作
動
装
置
の
作
動

Ｐ
は
、
作
動
確
率
の
値
が
高
い
場
合
に
お
け
る
役
物
連
続
作
動
装
置
の
作
動

の
開
始
が
連
続
し
て
生
じ
る
回
数
の
期
待
値

の
開
始
が
連
続
し
て
生
じ
る
回
数
の
期
待
値

に
規
定
す
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
作
動
確
率
の
値
の
う
ち
高

に
規
定
す
る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
作
動
確
率
の
値
の
う
ち
高

(チ
)

(ト
)

(チ
)

(ト
)

い
も
の
の
低
い
も
の
に
対
す
る
比
率
が
1
0
倍
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
か
つ
、

い
も
の
が
低
い
も
の
の
1
0
倍
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

当
該
比
率
が
設
定
ご
と
に
異
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
略
］

［
同
左
］

(リ
)

(リ
)

チ
遊
技
球
数
表
示
装
置
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
加
え
る
。
］

遊
技
者
が
記
録
さ
れ
た
遊
技
球
の
数
を
示
す
信
号
を
自
由
に
送
信
す
る
こ
と

(イ
)が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

遊
技
者
が
直
接
操
作
す
る
場
合
の
ほ
か
、
記
録
さ
れ
た
遊
技
球
の
数
を
減
ず

(ロ
)る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

記
録
さ
れ
た
遊
技
球
の
数
を
示
す
信
号
を
遊
技
球
等
貸
出
装
置
接
続
端
子
板

(ハ
)を
介
さ
ず
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

リ
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
性
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ

チ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
性
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(イ
)

(ト
)

(イ
)

(ト
)

設
定
の
数
は
、
６
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
加
え
る
。
］

(チ
)

構
造
に
関
す
る
規
格

構
造
に
関
す
る
規
格

(２
)

(２
)

Ｍ
Ｌ

１
＋

Ｍ
Ｈ Ｐ Ｐ
＋
１

Ｍ

Ｍ
Ｌ

１
＋

Ｍ
Ｈ Ｐ Ｐ
＋
１

Ｍ



［
イ
～
リ

略
］

［
イ
～
リ

同
左
］

ヌ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
構
造
に
関
す
る
次
の
基
準
に
適
合
す

ヌ
［
同
左
］

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(イ
)

(ロ
)

(イ
)

(ロ
)

設
定
変
更
装
置
は
、
遊
技
者
が
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
を
有
す
る

［
加
え
る
。
］

(ハ
)も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
左
］

(３
)

(３
)

別
表
第
５

回
胴
式
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

別
表
第
５

回
胴
式
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

性
能
に
関
す
る
規
格

性
能
に
関
す
る
規
格

(１
)

(１
)

イ
［
略
］

イ
［
同
左
］

ロ
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
獲
得
に
係
る
遊
技
機
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

ロ
［
同
左
］

り
と
す
る
。

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(イ
)

(ニ
)

(イ
)

(ニ
)

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、
回
胴
回
転
装
置
を
作
動
さ
せ
た
後
、
回
転

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、
回
胴
回
転
装
置
を
作
動
さ
せ
た
後
、
回
転

(ホ
)

(ホ
)

す
る
す
べ
て
の
回
胴
に
つ
き
、
任
意
の
順
序
に
よ
り
、
任
意
の
時
間
に
回
転
停

す
る
す
べ
て
の
回
胴
に
つ
き
、
任
意
の
順
序
に
よ
り
、
任
意
の
時
間
に
回
転
停

止
装
置
を
作
動
さ
せ
る
試
験
を
4
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊

止
装
置
を
作
動
さ
せ
る
試
験
を
4
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊

技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
３
分
の
１
を

技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
３
倍
に
満
た

超
え
、
か
つ
、
2
.
2
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、
内
部
抽
せ
ん
を
行
い
、
条
件
装
置
が
作
動

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、
内
部
抽
せ
ん
を
行
い
、
条
件
装
置
が
作
動

(ヘ
)

(ヘ
)

し
た
場
合
に
は
当
該
条
件
装
置
に
係
る
図
柄
の
組
合
せ
が
表
示
さ
れ
、
当
該
図

し
た
場
合
に
は
当
該
条
件
装
置
に
係
る
図
柄
の
組
合
せ
が
表
示
さ
れ
、
当
該
図

柄
の
組
合
せ
に
よ
り
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
最
大
数
が
獲

柄
の
組
合
せ
に
よ
り
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
最
大
数
が
獲

得
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験
を
4
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お

得
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験
を
4
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と

い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と

と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
2
.
2
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
３
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。



設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
試
験
を
1
,
6
0
0
回
行
つ
た

［
加
え
る
。
］

(ト
)

(ホ
)

場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ

ダ
ル
等
の
総
数
の
５
分
の
２
を
超
え
、
か
つ
、
1
.
5
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験

［
加
え
る
。
］

(チ
)

(ヘ
)

を
1
,
6
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等

の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
1
.
5
倍
に
満

た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
試
験
を
6
,
0
0
0
回
行
つ
た

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
試
験
を
6
,
0
0
0
回
行
つ
た

(リ
)

(ホ
)

(ト
)

(ホ
)

場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ

場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ

ダ
ル
等
の
総
数
の
２
分
の
１
を
超
え
、
か
つ
、
1
.
2
6
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ

ダ
ル
等
の
総
数
の
1
.
5
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験

(ヌ
)

(ヘ
)

(チ
)

(ヘ
)

を
6
,
0
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等

を
6
,
0
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等

の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
1
.
2
6
倍
に
満

の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
1
.
5
倍
に
満

た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
試
験
を
1
7
,
5
0
0
回
行
つ
た

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
試
験
を
1
7
,
5
0
0
回
行
つ
た

(ル
)

(ホ
)

(リ
)

(ホ
)

場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ

場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ

ダ
ル
等
の
総
数
の
５
分
の
３
を
超
え
、
か
つ
、
1
.
1
5
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ

ダ
ル
等
の
総
数
の
2
0
分
の
1
1
を
超
え
、
か
つ
、
1
.
2
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験

設
定
ご
と
及
び
規
定
数
ご
と
に
、

に
規
定
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験

(ヲ
)

(ヘ
)

(ヌ
)

(ヘ
)

を
1
7
,
5
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等

を
1
7
,
5
0
0
回
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等

の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
1
.
1
5
倍
に
満

の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
こ
と
と
な
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
1
.
2
倍
に
満

た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。



［
略
］

［
同
左
］

(ワ
)

(ル
)

［
略
］

［
同
左
］

(カ
)

(ヲ
)

［
略
］

［
同
左
］

(ヨ
)

(ワ
)

［
略
］

［
同
左
］

(タ
)

(カ
)

［
略
］

［
同
左
］

(レ
)

(ヨ
)

［
ハ
～
ヘ

略
］

［
ハ
～
へ

同
左
］

ト
役
物
連
続
作
動
装
置
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ト
［
同
左
］

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(イ
)

(ニ
)

(イ
)

(ニ
)

第
１
種
特
別
役
物
に
係
る
役
物
連
続
作
動
装
置
が
作
動
す
る
こ
と
と
な
る
図

第
１
種
特
別
役
物
に
係
る
役
物
連
続
作
動
装
置
が
作
動
す
る
こ
と
と
な
る
図

(ホ
)

(ホ
)

柄
の
組
合
せ
の
数
は
、
そ
の
作
動
中
に
獲
得
さ
れ
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
、

柄
の
組
合
せ
の
数
は
、
そ
の
作
動
中
に
獲
得
さ
れ
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
数
が
、

遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は
2
2
5
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
1
,
1
2
5
個
を
、
そ
れ

遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は
3
6
0
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
1
,
8
0
0
個
を
、
そ
れ

ぞ
れ
超
え
な
い
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
図
柄
の
組
合
せ
の
数
の
1
,
5
0

ぞ
れ
超
え
な
い
遊
技
機
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
図
柄
の
組
合
せ
の
数
の
1
,
5
0

0
分
の
２
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

0
分
の
２
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(ヘ
)

(ル
)

(ヘ
)

(ル
)

第
１
種
特
別
役
物
に
係
る
１
の
役
物
連
続
作
動
装
置
は
、
そ
の
作
動
中
に
、

第
１
種
特
別
役
物
に
係
る
１
の
役
物
連
続
作
動
装
置
は
、
そ
の
作
動
中
に
、

(ヲ
)

(ヲ
)

遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は
2
8
5
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
1
,
4
2
5
個
を
、
そ
れ

遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は
4
6
5
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
2
,
3
2
5
個
を
、
そ
れ

ぞ
れ
超
え
な
い
数
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
１
の
数
を
超
え
る
遊

ぞ
れ
超
え
な
い
数
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
１
の
数
を
超
え
る
遊

技
メ
ダ
ル
等
が
獲
得
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
作
動
を
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
こ

技
メ
ダ
ル
等
が
獲
得
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
作
動
を
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

第
２
種
特
別
役
物
に
係
る
１
の
役
物
連
続
作
動
装
置
は
、
そ
の
作
動
中
に
、

第
２
種
特
別
役
物
に
係
る
１
の
役
物
連
続
作
動
装
置
は
、
そ
の
作
動
中
に
、

(ワ
)

(ワ
)

普
通
役
物
若
し
く
は
第
１
種
特
別
役
物
の
作
動
に
係
る
条
件
装
置
が
作
動
し
た

普
通
役
物
若
し
く
は
第
１
種
特
別
役
物
の
作
動
に
係
る
条
件
装
置
が
作
動
し
た

と
き
又
は
遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は
1
5
3
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
7
6
5
個
を

と
き
又
は
遊
技
メ
ダ
ル
に
あ
つ
て
は
2
5
3
枚
を
、
遊
技
球
に
あ
つ
て
は
1
,
2
6
5
個

、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
数
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
１
の
数
を
超

を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
数
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
１
の
数
を

え
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
が
獲
得
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
作
動
を
終
了
す
る
も
の
で

超
え
る
遊
技
メ
ダ
ル
等
が
獲
得
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
作
動
を
終
了
す
る
も
の



あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

チ
［
略
］

チ
［
同
左
］

リ
遊
技
メ
ダ
ル
数
表
示
装
置
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
加
え
る
。
］

遊
技
者
が
記
録
さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
の
数
を
示
す
信
号
を
自
由
に
送
信
す
る

(イ
)こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

遊
技
者
が
直
接
操
作
す
る
場
合
の
ほ
か
、
記
録
さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
の
数
を

(ロ
)減
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

記
録
さ
れ
た
遊
技
メ
ダ
ル
の
数
を
示
す
信
号
を
遊
技
球
等
貸
出
装
置
接
続
端

(ハ
)子
板
を
介
さ
ず
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヌ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
性
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ

リ
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
性
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(イ
)

(ヘ
)

(イ
)

(ヘ
)

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(２
)

(３
)

(２
)

(３
)

別
表
第
６

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー
ル
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

別
表
第
６

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー
ル
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

性
能
に
関
す
る
規
格

性
能
に
関
す
る
規
格

(１
)

(１
)

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
左
］

ハ
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
獲
得
に
係
る
遊
技
機
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

ハ
［
同
左
］

り
と
す
る
。

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(イ
)

(ロ
)

(イ
)

(ロ
)

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ

(ハ
)

(ハ
)

ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
２
分
の
１
を
超
え

ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
２
分
の
１
を
超
え

、
か
つ
、
３
分
の
４
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
か
つ
、
２
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
４
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ

［
加
え
る
。
］

(ニ
)ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
５
分
の
２
を
超
え



、
か
つ
、
1
.
5
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
１
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
１
時
間
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊
技
メ

(ホ
)

(ニ
)

ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え

ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
３
倍
に
満
た
な
い

、
か
つ
、
2
.
2
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
左
］

(ヘ
)

(ホ
)

［
略
］

［
同
左
］

(ト
)

(ヘ
)

［
略
］

［
同
左
］

(チ
)

(ト
)

［
ニ
～
リ

略
］

［
ニ
～
リ

同
左
］

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(２
)

(３
)

(２
)

(３
)

別
表
第
７

じ
や
ん
球
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

別
表
第
７

じ
や
ん
球
遊
技
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
（
第
６
条
関
係
）

性
能
に
関
す
る
規
格

性
能
に
関
す
る
規
格

(１
)

(１
)

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
左
］

ハ
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
獲
得
に
係
る
遊
技
機
の
性
能
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

ハ
［
同
左
］

り
と
す
る
。

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(イ
)

(ロ
)

(イ
)

(ロ
)

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
以
上
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊

遊
技
球
の
試
射
試
験
を
1
0
時
間
以
上
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
獲
得
す
る
遊

(ハ
)

(ハ
)

技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
２
分
の
１
を

技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
が
、
投
入
を
し
た
遊
技
メ
ダ
ル
等
の
総
数
の
２
分
の
１
を

超
え
、
か
つ
、
３
分
の
４
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

超
え
、
か
つ
、
２
倍
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
～

略
］

［
～

同
左
］

(ニ
)

(ヘ
)

(ニ
)

(ヘ
)

［
ニ
～
リ

略
］

［
ニ
～
リ

同
左
］

［
・

略
］

［
・

同
左
］

(２
)

(３
)

(２
)

(３
)

。

備
考

表
中
の

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る

［
］


